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ニュージーランドの選挙制度改革

一
　
選
挙
制
度
改
革
の
過
程

　
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
旧
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
の
国
々
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
は
小

選
挙
区
制
を
採
用
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
こ
の
制
度
が
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
他
の
国

に
先
駆
け
て
一
九
九
三
年
二
月
に
国
民
投
票
を
実
施
し
、
次
回
の
選
挙
か
ら
ド
イ
ツ
と
同
じ
小
選
挙
区
比
例
代
表
制
の
導
入
を
決

定
し
た
。

　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
人
口
、
約
三
五
四
万
人
二
九
九
四
年
現
在
）
の
小
さ
な
国
で
あ
る
。
北
と
南
の
二
つ
の
島
か
ら
成
り
立

ち
、
お
よ
そ
四
分
の
三
に
あ
た
る
七
四
・
五
％
が
北
島
に
住
ん
で
い
る
。
最
も
大
き
い
都
市
は
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
九
二
万
人
、
首
都
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の
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
が
三
二
万
人
、
南
島
の
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
が
三
一
万
人
と
つ
づ
い
て
い
る
。
上
位
五
つ
の
都
市
で
、
全
体
の

人
口
の
五
二
％
を
し
め
る
。
人
種
の
構
成
は
七
八
・
三
％
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
、
二
二
％
が
マ
オ
リ
系
、
南
太
平
洋
島
喚
国
系
が
五
％
、

中
国
人
系
が
一
・
三
％
で
あ
る
。

　
政
治
的
な
側
面
に
注
目
し
て
み
る
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
世
界
で
初
め
て
一
八
九
三
年
に
女
性
に
参
政
権
を
与
え
、
先
進
国

と
し
て
は
珍
し
く
、
一
院
制
を
と
っ
て
い
る
国
で
あ
る
。
現
在
で
も
総
督
が
置
か
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
女
王
の
地
位
に

あ
る
。

　
戦
後
の
政
権
の
座
に
つ
い
た
政
党
は
、
国
民
党
と
労
働
党
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。
回
数
で
は
国
民
党
は
一
二
回
、
労
働
党
が
五
回

で
あ
る
。
一
七
回
中
一
一
回
の
選
挙
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
政
党
が
全
議
席
を
独
占
し
て
い
る
完
全
な
二
大
政
党
制
の
国
で
あ
る
。

リ
ッ
プ
ハ
ル
ト
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
府
の
形
態
を
基
礎
に
し
た
も
っ
と
も
「
純
粋
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
民
主
主
義
」
の
国
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
比
例
的
な
選
挙
制
度
が
求
め
ら
れ
た
の
は
古
く
は
一
九
二
〇
年
代
の
労
働
党
に
遡

る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
党
は
比
例
制
を
繰
り
返
し
導
入
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
戦
後
に
な
る
と
、
社
会
信
用
党
が
一
九
七
〇
年
代

に
S
T
V
（
単
記
移
譲
制
）
を
選
挙
公
約
に
い
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
小
選
挙
区
制
が
一
貫
し
て
間
題
に
な
り
始
め
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

過
去
一
五
年
く
ら
い
で
あ
る
。

　
理
由
は
、
小
選
挙
区
制
に
よ
く
み
ら
れ
る
得
票
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
席
が
少
な
い
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
不
均
衡
な
代
表
の
増
大
で
あ
る
。

　
一
九
七
八
年
総
選
挙
で
は
、
社
会
信
用
党
は
一
六
％
の
得
票
率
に
対
し
て
わ
ず
か
一
議
席
し
か
取
れ
な
か
っ
た
。
一
九
八
一
年
の

総
選
挙
の
と
き
に
は
、
得
票
率
が
一
二
％
に
対
し
て
二
議
席
で
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
現
象
は
一
九
八
四
年
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

党
な
ど
に
も
み
ら
れ
た
。
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小
選
挙
区
制
が
第
三
党
に
不
利
に
働
く
の
は
ま
だ
し
も
、
第
二
党
に
働
く
よ
う
に
な
っ
た
一
九
七
八
年
の
選
挙
後
、
こ
の
問
題
が

具
体
的
に
改
革
の
姐
上
に
の
ぼ
り
始
め
た
。
表
1
－
1
の
よ
う
に
、
労
働
党
が
四
〇
・
四
％
の
得
票
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
民
党
は
三
九
・
八
％
の
得
票
率
で
、
労
働
党
よ
り
も
二
議
席
も
上
回
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

働
党
の
活
動
家
は
選
挙
制
度
改
革
に
向
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
に
加
え
、
政
治
家
や
政
治
に
対
す
る
信
頼
の
喪
失
が
あ
っ
た
。
一
九
九
二
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
の

信
頼
度
調
査
に
よ
れ
ば
、
政
治
家
は
二
一
の
職
業
の
う
ち
実
に
】
九
位
で
あ
っ
た
。
ト
ッ
プ
は
警
察
官
、
こ
れ
に
医
者
が
つ
づ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
員
が
三
位
で
あ
る
。
政
治
家
は
、
保
険
勧
誘

表1－1戦後の議席と得票率

総選挙 議席 得票率（％） 二大政党の

実施年月 労働党 国民党 労働党 国民党 得票率（％）

　1946、11

　1949．11

　1951．9

　1954．11

　1957．11

　1960．11

　1963．11

　1966．11

　1969．ll

　l972．11

　1975．11

　197811

　1981．ll

　1984．7

　1987　8

　1990．10

　1993．ll

42

34

30

35

41

34

35

35

39

55

32

40

43

56

57

29

翫

38

46

50

45

39

46

45

44（1）

45

32

55

51ゆ
4712〉

37（2）

40

67（1）

50（41

51．3

47．2

15．9

妻4。1

18．3

42．5

43．7

41．4

44．2

48．4

39．6

40．4

39．0

43．0

480

35．1

34．7

48．4

51．9

539
44．3

44．2

57．5

47．1

43．6

45．2

41．5

47．6

39．8

38．8

35．9

44．0

478
35．0

93．7

99．1

99．8

88．4

92．5

91．0

90．8

850
89．4

899
87．2

80．2

77．8

78．9

92．0

82．9

69．7

1）C　James　and．へMcRoble，（』h召ng召つThご／990E1α々01～

　　Allen＆Unwln，1990，pp．186－191及ひS．Levme　and

　　N　S　Roberts，The　Ne、、Zealand　General　Election

　　and　Electoral　Referenduln吼）f1993，m：Pohtlcal　Sclence，

　　V｛）146．Number　l，Ju1｝1994，1）．53から作成した，

2）（　〉内は国民党、労働党以外の政党の議席てある。

員
や
自
動
車
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
よ
り
も
上
だ
が
、

ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
や
不
動
産
業
者
よ
り
も
下
に

　
　
　
　
（
5
）

位
置
し
て
い
た
。

　
か
っ
て
世
界
で
も
一
、
二
位
を
争
う
福
祉
国

家
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
姿
は
な
く
、
失
業
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

犯
罪
、
離
婚
が
増
加
し
た
。

　
国
民
、
労
働
の
両
党
と
も
、
選
挙
前
に
は
政

策
の
変
更
を
予
告
せ
ず
に
、
政
権
を
握
る
と
劇

的
に
経
済
政
策
を
変
え
た
。
例
え
ば
保
守
政
党

で
あ
る
国
民
党
が
国
家
干
渉
的
な
経
済
政
策
を

取
る
の
に
対
し
て
、
労
働
党
は
比
較
的
極
端
な

マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
の
政
策
の
方
向
に
急
に
傾
く
と
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い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
急
激
な
政
策
の
変
更
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
は
不
利
を
被
っ
た
、
と
感
じ
た
。
根
底
に
は
、
ニ

ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
選
挙
制
度
が
強
い
政
府
を
生
み
だ
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
基
盤
は
少
数
の
上
に
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

会
へ
の
信
頼
は
、
あ
る
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
年
に
は
わ
ず
か
四
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ゴ
ン
ギ
労
働
党
内
閣
は
、
公
約
に
示
す
こ
と
な
く
一
九
八
四
年
の
選
挙
後
に
経
済
政
策
、
ロ
ジ
ャ
ー
ノ
ミ
ッ
ク
ス
、
老
齢
年
金
へ

の
付
加
税
を
導
入
し
た
。
一
九
八
七
年
の
選
挙
後
は
、
労
働
組
合
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
国
有
セ
ク
タ
ー
法
案
を
提
出
し
た
。
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
公
約
違
反
は
、
勝
者
に
過
剰
な
議
席
を
与
え
る
選
挙
制
度
に
原
因
が
あ
る
、
と
国
民
が
考
え
た
。

　
労
働
党
は
一
九
八
一
年
の
総
選
挙
の
政
策
の
な
か
に
、
選
挙
制
度
を
調
査
す
る
王
立
委
員
会
の
設
置
を
入
れ
た
。
し
か
し
、
労
働

党
は
こ
の
選
挙
で
も
国
民
党
に
敗
北
し
た
。
一
九
七
八
年
に
つ
づ
き
、
二
回
つ
づ
け
て
国
民
党
よ
り
も
得
票
が
多
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
議
席
が
少
な
く
政
権
に
つ
け
な
か
っ
た
。
労
働
党
は
ひ
き
つ
づ
き
一
九
八
四
年
選
挙
で
も
、
前
回
と
同
じ
公
約
を
し
た
。

一
九
八
四
年
総
選
挙
に
よ
う
や
く
勝
利
し
た
第
四
次
労
働
党
内
閣
は
、
選
挙
制
度
を
検
討
す
る
た
め
に
王
立
委
員
会
を
設
置
し
た
。

一
九
八
六
年
一
二
月
、
委
員
会
は
現
行
の
制
度
が
不
公
正
で
あ
る
と
報
告
し
、
か
わ
り
に
M
M
P
を
採
用
す
る
よ
う
に
満
場
一
致
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

推
薦
し
た
。
さ
ら
に
国
民
投
票
で
過
半
数
を
占
め
な
け
れ
ば
、
制
度
は
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
た
。

　
こ
の
答
申
に
対
し
て
、
労
働
党
も
国
民
党
も
関
心
を
示
さ
ず
、
消
え
か
け
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
八
七
年
の
総
選
挙
時
の
テ
レ

ビ
討
論
会
に
お
い
て
、
国
民
党
党
首
ボ
ル
ジ
ャ
ー
は
委
員
会
の
答
申
に
沿
っ
て
、
国
民
投
票
を
実
施
す
る
と
言
っ
た
。
労
働
党
の
党

首
で
首
相
の
ロ
ン
ギ
も
同
意
し
た
。

　
選
挙
が
終
わ
り
、
労
働
党
は
再
び
政
権
を
取
る
と
、
王
立
委
員
会
の
提
案
し
た
国
民
投
票
を
実
施
せ
ず
に
、
議
会
に
特
別
委
員
会

を
設
置
し
た
。
お
よ
そ
二
年
後
、
こ
の
委
員
会
は
王
立
委
員
会
が
検
討
し
た
け
れ
ど
も
、
採
用
し
な
か
っ
た
剰
余
式
S
M
を
取
る
よ

　
　
　
（
1
0
）

う
に
勧
め
た
。

　
一
九
九
〇
年
、
選
挙
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
国
民
党
は
選
挙
制
度
改
革
に
関
す
る
国
民
投
票
を
次
回
の
総
選
挙
ま
で
に
実
施
す
る
選
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挙
公
約
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
こ
に
至
る
ま
で
、
選
挙
制
度
改
革
が
消
え
か
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
残
っ
て
き
た
の
に
は
組
織
や
少
数
政
党
、
そ
れ

に
マ
ス
コ
ミ
の
力
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
王
立
委
員
会
が
報
告
書
を
出
し
て
か
ら
は
、
「
選
挙
改
革
連
合
」
（
↓
冨
固
零
8
邑

寄
8
吋
ヨ
9
巴
三
〇
P
国
菊
∩
）
が
結
成
さ
れ
た
。
当
初
の
主
要
な
三
人
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
二
名
は
労
働
党
に
所
属
し
て
い
た
。
そ

の
後
、
新
労
働
党
、
民
主
党
、
価
値
政
党
、
緑
の
党
な
ど
の
少
数
政
党
と
共
同
歩
調
を
取
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
政
党
は
同
盟

党
へ
と
発
展
し
た
。
「
N
Z
労
働
連
合
」
、
後
の
「
N
Z
労
働
組
合
連
合
」
も
事
務
所
な
ど
を
E
R
C
に
提
供
し
て
協
力
し
た
。
首
都

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
新
聞
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
最
大
の
発
行
部
数
（
約
二
十
四
万
部
）
を
誇
る
Z
①
≦
N
①
巴
讐
α
＝
o
轟
匡

や
同
社
が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
い
る
週
刊
誌
＝
馨
窪
R
、
日
曜
新
聞
の
誓
＆
塁
望
貰
な
ど
が
M
M
P
を
支
援
し
た
。
国
民
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ま
た
、
「
政
治
家
や
政
党
へ
の
国
民
へ
の
影
響
力
を
回
復
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
選
挙
制
度
改
革
を
み
な
し
た
」
。

　
こ
の
よ
う
な
M
M
P
推
進
派
に
対
し
て
改
革
反
対
派
も
勿
論
い
た
。
国
民
、
労
働
の
両
党
の
ほ
と
ん
ど
の
議
員
が
M
M
P
に
反
対

し
た
。
N
Z
の
大
企
業
の
約
四
〇
％
か
ら
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
（
B
R
T
）
も
反
対
を
表
明
し
た
。
小
選
挙
区
制
を
擁

護
す
る
組
織
の
中
で
は
、
農
業
、
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
業
界
を
主
要
な
背
景
に
も
ち
、
一
九
九
三
年
四
月
に
誕
生
し
た
「
よ
り
よ
き
政

府
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ヘ
ー
ン
」
（
C
B
G
）
を
と
く
に
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
B
R
T
の
メ
ン
バ
ー
で
ビ
ジ
ネ
ス
界
の

リ
ー
ダ
ー
、
P
・
シ
ャ
ー
ト
ク
リ
フ
が
こ
の
組
織
の
中
心
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
万
ド
ル
近
く
の
予
算
を
使
い
、
国
民
投
票
の
実
施
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

れ
る
前
の
週
に
は
、
M
M
P
反
対
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
た
め
に
五
〇
万
ド
ル
を
テ
レ
ビ
広
告
の
た
め
に
使
っ
た
と
一
一
、
肖
わ
れ
る
。

二
　
国
民
投
票

国
民
党
は
政
権
の
座
に
つ
い
て
も
、
国
民
投
票
を
す
ぐ
に
実
施
し
な
か
っ
た
。
国
民
党
は
一
九
九
二
年
末
ま
で
に
、
ま
ず
非
拘
束
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巳
①
目
窪
富
身
冨
①
ヨ
ぴ
霞
ω
窃
8
ヨ
・
剰
余
制
）
、
S
T
V
（
↓
箒
ω
言
巴
①
↓
声
霧
宇

轟
三
①
く
o
鼠
ω
冨
房
ヨ
・
単
記
移
譲
投
票
制
）
、
M
M
P
（
↓
ぎ
霞
一
x
巴
家
①
ヨ
σ
R

零
8
0
三
9
巴
ω
協
器
ヨ
・
小
選
挙
区
比
例
代
表
併
用
制
）
、
P
V
（
↓
冨
即
9
R
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

9
江
巴
＜
〇
二
凝
ω
窃
冨
ヨ
・
選
好
投
票
制
）
の
四
つ
が
並
べ
ら
れ
た
。

　
一
九
九
二
年
の
被
拘
束
的
な
国
民
投
票
に
お
い
て
は
、
表
2
－
2
お
よ
び
表

2
－
3
の
よ
う
に
、
圧
倒
的
な
多
数
の
国
民
が
改
革
と
M
M
P
を
支
持
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
拘
束
的
な
二
回
目
の
投
票
で
は
、
M
M
P
を
支
持
し
た
国
民
は
前

回
と
ほ
ぼ
同
じ
人
数
で
、
過
半
数
を
わ
ず
か
三
％
を
こ
え
る
程
度
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
結
果
的
に
は
、
F
P
P
の
支
持
者
だ
け
が
増
え
た
こ
と
に
な
る
。

　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
今
回
の
選
挙
制
度
に
限
定
せ
ず
、
国
民
投
票
を
実
施

的
な
国
民
投
票
を
行
な
い
、
次
に
拘
束
的
な
国
民
投
票
を
実
施
す
る
と
い
う
二
段
階
方
式
を
取
っ
た
。
つ
ま
り
、
小
選
挙
区
制
維
持

が
多
数
を
占
め
れ
ば
、
そ
れ
で
終
わ
る
が
、
も
し
変
革
の
支
持
が
多
け
れ
ば
、
第
二
回
目
の
国
民
投
票
を
一
九
九
三
年
総
選
挙
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

時
に
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
九
二
年
九
月
一
九
日
の
選
挙
制
度
に
関
す
る
国
民
投
票
は
、
A
と
B
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
各
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
国
点

二
つ
の
部
分
に
分
け
て
行
な
わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬬
囑
塒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
躍
て
れ

　
ま
ず
A
と
し
て
「
投
票
シ
ス
テ
ム
の
提
案
」
へ
の
賛
否
が
問
わ
れ
た
。
「
私
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎞
肌
儲

は
現
行
の
小
選
挙
区
制
の
存
続
に
賛
成
し
ま
す
」
と
「
私
は
投
票
制
度
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
蘇
幌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耀
段
ト

に
賛
成
し
ま
す
」
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
。
次
に
、
B
に
は
「
改
革
の
選
択
肢
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伽
下
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肋
数
フ

と
し
て
、
表
2
－
1
の
よ
う
に
、
抽
選
で
順
番
が
決
め
ら
れ
た
S
M
（
日
ぎ
o
o
巷
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
κ
定
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
洗
⑪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿

表2－1選挙制度の概要

システム 概　　　要

SM 75名が小選挙区、25名が全国単位の比例選挙区で独立して選ばれる。

類似した方法はハンガリー、韓国。1票制。

STV 1選挙区5名の定員、全国20の選挙区からなる。候補者に順位をつける。

アイルランドの下院、オーストラリアの上院など。1票制。

MMP 50名が小選挙区、50名が全国単位の比例選挙区で選ばれる。

西ドイツ。2票制。

PV 100の小選挙区。候補者に順位をっけて投票。

オーストラリアの下院、アイルランドの大統領選挙。1票制。

1）The　Electoral　Referendum　Pane1，Th6G～イzゴ6’1

　作成した。このカイトは全戸に配布された。上段は方

　投票できる票数。選挙方法を採用している国名は、こ

　ものである。

2）この表は100名を定員とした場合をもとにしてある。
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　　　　　　　　　　　　表2－2 1992年の国民投票の結果

選挙制度 得票 得票率

小選挙区制度の維持

投票方法の変革の支持

　186，027

1，031，257

15．3％

84．7

投票方法

62，278

194，796

790，648

73，539

5．5％

17．4

70．5

6．6

SM
STV
MMP
PV

1）S　Levme＆N．Roberts，r功6！！，p．64．

　　　　表2－3　国民投票の結果

投票

方法

　　1992年

投票率55．2％

　　1993年

投票率85．2％

得票 得票率 得票 得票率 南島 北島 マオリ選挙区

FPP

MMP
　186，027

1，031，257

15．3％

84．7

　884，962

1，032，919

46．1％

53．9

49．9％

50．1

45．3％

54．7

34．2％

65．8

1〉　1δκ／，P，64．

2）1992年のMMPは表2－2のように制度変革の支持を現している。

　　　　　　　　　　　表2－4戦後における国民投票

実施年 事項 賛成 反対 投票率

1949年 場外での馬券販売 68．0％ 32．0％ 65．3％

軍事訓練の義務化 77．9 22．1 61．5

酒販売の営業時間 24．5 75．5 56．5

1967 酒販売の営業時間 64．4 35．6 69．6

国会議員の任期延長 31．9 68．1 69．7

1990 国会議員の任期延長 30．7 69．3 82．4

1992 選挙制度 84．7 15．3 53．4

1993 選挙制度 53．9 46．1 85．2

1）T～‘7n♂ng　Po〃～’，p318以下から作成。
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し
て
き
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
国
民
投
票
に
は
、
市
民
が
政
府
へ
の
政
策
決
定
過
程
に
直
接
参
加
す
る
方
法
と
し
て
長
い
歴
史

が
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
の
販
売
の
免
許
に
関
す
る
国
民
投
票
は
一
八
八
一
年
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
戦
後
で
は
予
備
的
な
投
票
を
含

め
、
表
2
－
4
の
よ
う
に
全
部
で
八
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
見
渡
し
て
み
て
、
政
府
提
案
が
す
べ
て
通
過
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

　
今
回
の
選
挙
制
度
に
関
す
る
国
民
投
票
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
投
票
率
で
あ
る
。
一
回
目
の
投
票
は
国
民
投
票
が
単
独
で
行
な
わ
れ
た
た
め
に
、
投
票
率
五
五
・
二
％
と
低
か
っ
た
。
こ

れ
に
比
べ
る
と
、
二
回
目
は
総
選
挙
と
同
時
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
八
割
を
こ
え
た
。

　
興
味
深
い
の
は
、
一
回
目
と
二
回
目
の
変
革
の
賛
成
者
数
は
一
〇
三
万
人
台
で
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
二
回
目
は
現
状
維
持
派
だ
け
が
増
え
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
僅
差
で
小
選
挙
区
比
例
代
表
制
の
導
入
が
決
ま
っ
た
。

　
表
2
－
2
を
も
と
に
し
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
地
理
的
に
は
、
北
島
、
南
島
、
マ
オ
リ
選
挙
区
に
分
け
て
み
る
と
、

北
島
に
M
M
P
賛
成
者
が
多
く
、
南
島
で
は
改
革
へ
の
賛
成
反
対
が
拮
抗
し
て
い
る
。

　
都
市
と
農
村
を
比
較
し
て
み
る
と
、
大
き
な
都
市
ほ
ど
変
革
支
持
者
が
多
く
、
農
村
部
に
な
る
と
現
状
維
持
派
が
変
革
派
を
凌
駕

し
て
い
る
。
首
都
の
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
は
圧
倒
的
に
M
M
P
支
持
派
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
政
党
支
持
別
で
は
、
同
盟
党
、
労
働
党
、
国
民
党
の
順
で
変
革
支
持
が
多
い
。

　
国
民
投
票
は
純
粋
に
そ
れ
だ
け
で
あ
る
わ
け
で
な
い
。
選
挙
の
投
票
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
ち
ら
に
投
票
す
る
か
、
最
後
ま
で
揺
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

動
い
て
い
る
。
国
民
投
票
が
総
選
挙
と
同
時
に
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
両
者
の
投
票
は
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
い
る
。

　
選
挙
制
度
を
変
更
す
る
に
は
、
通
常
の
手
続
き
で
は
で
き
な
い
。
変
更
す
る
た
め
に
は
、
国
会
議
員
の
七
五
％
の
賛
成
か
、
国
民

投
票
に
よ
る
過
半
数
が
必
要
で
あ
る
。
投
票
年
齢
が
一
九
六
九
年
に
二
〇
歳
に
、
七
四
年
に
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
き
と
か
、

選
挙
区
画
が
変
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
国
会
議
員
の
七
五
％
の
賛
成
に
よ
っ
て
変
更
が
実
現
さ
れ
た
。
一
九
七
五
年
に
労
働
党
内
閣
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が
国
会
議
員
の
定
数
を
一
二
一
名
に
増
員
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、
国
民
党
が
反
対
し
た
。
国
民
投
票
に
よ
る
議
員
の
任
期
延
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
、
一
九
六
七
年
と
一
九
九
〇
年
に
否
決
さ
れ
て
い
る
。

　
議
員
の
任
期
の
延
長
と
か
、
選
挙
制
度
の
変
更
の
よ
う
に
、
議
員
が
特
別
に
利
益
を
得
る
場
合
に
は
国
民
投
票
に
か
け
た
方
が
制

度
そ
の
も
の
の
正
当
性
が
増
す
。

　
国
民
投
票
に
か
け
る
に
は
、
二
つ
の
は
っ
き
り
し
た
選
択
肢
を
つ
く
り
、
国
民
に
公
平
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

可
能
な
ら
ば
、
選
挙
と
は
別
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
投
票
率
が
低
く
な
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が

（
1
8
）

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
国
民
投
票
を
、
政
策
決
定
の
方
法
と
し
て
使
う
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。

　
　
①
　
政
府
が
弱
く
み
ら
れ
、
む
つ
か
し
い
決
定
を
避
け
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
設
問
を
す
る
と
き
に
中
立
的
に
聞
く
の
が
む
つ
か
し
い
。
と
く
に
妊
娠
中
絶
の
よ
う
な

数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乱
　
　
　
　
道
徳
的
な
問
題
は
困
難
で
あ
る
。

席
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

蟻
　
　
　
，
雛
　

③
マ
オ
リ
の
議
席
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
多
数
決
で
は
決
定
し
に
く
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ

者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
　
　
　
ノ
ヤ

権
　
　
　
　
　
　
㎜
　
つ

哨
　
　
　
　
　
些
飢
基

　
　
　
　
　
　
　
　
U
9
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
　
　
⑳

加
　
　
　
　
　
　
蜘
1
9
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
新
し
い
選
挙
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
5
己

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
9
n
勢

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q
ぬ
国

た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
e
a
の

あ
　
　
　
　
　
　
　
　
酬
z
年

席
　
　
　
　
　
　
　
p
e
9
9

議
　
　
　
　
　
　
　
　
／
N
封

　
　
　
　
　
　
　
　
耀
　
s

　
　
　
　
　
　
　
　
加
κ
度

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
飢
能

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌
翫
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
し
い
選
挙
制
度
の
導
入
に
合
わ
せ
て
、
定
数
は
一
〇
〇
議
席
か
ら
一
二
〇
議
席
へ
と
増
加
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。
小
選
挙
区
が
六
五
議
席
、
五
五
議
席
が
比
例
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
両
者
の
比
率
は
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
・
二
％
と
四
五
・
八
％
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
議
席
の
う
ち
五
議
席
は
マ
オ
リ
選
挙
区
で
あ
る
か
ら
、
小
選
挙
区
部
分
は
九
五
選
挙
区
か

1992年 新制度

人口 人口 有権者 議席数

北島

南島

35，819

33，966

57，297

53，303

39，309

40，799

44

16
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ら
マ
オ
リ
選
挙
区
を
除
く
と
、
表
3
－
1
に
示
し
た
よ
う
に
六
〇
議
席
に
減
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
九
九
一
年
の
国
勢
調
査
を
も
と
に
す
る
と
、
一
選
挙
区
あ
た
り
の
人
口
は
三
万
五
五
一
五
人
か
ら
五
万
六
二
三
二
人
へ
増
え
る
。

最
大
の
選
挙
区
は
、
ベ
イ
オ
ブ
プ
レ
ン
テ
ィ
で
六
万
九
三
五
一
人
、
最
少
は
ワ
イ
マ
カ
リ
リ
の
五
万
六
七
六
人
で
あ
る
。

　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
選
挙
制
度
の
特
徴
は
、
マ
オ
リ
選
挙
区
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
オ
リ
の
家
系
（
祖
先
）
を
も
つ

有
権
者
は
、
マ
オ
リ
選
挙
区
か
非
マ
オ
リ
選
挙
区
、
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
マ
オ
リ
選
挙
区
は
北
島
に
四
つ
と
南

島
に
一
つ
、
配
分
さ
れ
て
い
る
。
マ
オ
リ
選
挙
区
の
人
口
は
平
均
す
る
と
、
一
般
の
そ
れ
の
人
口
よ
り
多
く
一
〇
万
二
二
五
六
人
で

あ
る
。

　
選
挙
の
方
式
は
ド
イ
ツ
と
同
じ
で
あ
る
。
有
権
者
は
二
票
も
ち
、
一
票
は
個
人
に
、
も
う
一
票
は
政
党
へ
投
票
す
る
。
政
党
は
あ

ら
か
じ
め
候
補
者
に
順
位
を
つ
け
た
リ
ス
ト
を
提
出
し
て
お
く
。
候
補
者
は
、
小
選
挙
区
に
も
リ
ス
ト
に
も
名
前
を
登
載
で
き
る
。

も
し
小
選
挙
区
で
当
選
し
た
と
き
に
は
、
リ
ス
ト
か
ら
除
か
れ
る
。

　
政
党
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
五
〇
〇
人
の
党
費
を
支
払
う
党
員
と
、
候
補
者
選
定
の
た
め
の
民
主
的
な
手
続
き
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
さ
れ
る
。
政
党
と
し
て
登
録
し
な
く
て
も
、
選
挙
区
か
ら
は
無
所
属
候
補
と
し
て
立
候
補
で
き
る
。

　
ド
イ
ツ
と
同
じ
よ
う
に
、
定
数
よ
り
も
多
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
少
な
い
と
き
も
あ
る
。
「
選
挙
委
員
会
」
が
出
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に
は
、
あ
る
政
党
が
得
票
の
一
〇
％
を
獲
得
し
た
と
き
二
一
議
席
を
得
る
が
、
選
挙
区
で
一
四
議
席
勝
ち
と
っ
て
い
た
と
き
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

総
定
数
が
一
二
〇
議
席
を
超
過
す
る
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
議
席
を
得
る
に
は
、
五
％
以
上
か
小
選
挙
区
で
一
議
席
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
所
属
候
補
が
選
挙
区
に
お
い
て
議
席

を
得
た
と
き
に
は
、
ま
ず
総
定
数
か
ら
そ
の
議
席
数
を
除
き
、
残
り
を
比
例
配
分
す
る
。
議
席
は
サ
ン
ラ
グ
方
式
に
よ
っ
て
配
分
さ

れ
る
。

　
「
選
挙
法
」
の
中
に
は
、
選
挙
制
度
の
見
直
し
の
項
目
が
入
っ
て
い
る
。
議
会
は
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
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日
以
降
に
M
M
P
の
制
度
の
見
直
し
を
始
め
、
二
〇
〇
二
年
の
六
月
一
日
ま
で
に
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
検
討
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

項
の
中
に
は
南
北
の
島
の
議
席
の
割
合
、
マ
オ
リ
の
代
表
、
国
民
投
票
の
実
施
の
有
無
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
選
挙
制
度
改
革
は
政
治
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
生
み
出
す
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
い
ず
れ
の
政
党
も
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

　
一
九
九
〇
年
の
総
選
挙
結
果
を
新
し
い
制
度
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
結
果
で
は
、
新
労
働
党
の
一
議
席
を
除
き
、
国
民
党
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

約
七
〇
％
を
占
め
て
い
た
議
席
を
半
分
に
減
ら
す
。

　
一
九
九
三
年
総
選
挙
の
結
果
を
も
と
に
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
、
表
3
－
2
の
よ
う
に
、
ど
の
政
党
も
過
半
数
を
占
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
小
選
挙
区
制
度
下
に
お
い
て
は
、
第
一
党
に
極
端
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
事
態
は
回
避
さ
れ
る
。
第
三
、
第
四
の
政
党
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
二
〇
％
を
超
え
る
得
票
率
が
あ
っ
て
も
二
議
席
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
従
来
抵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
抗
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
き
た
小
政
党
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
連

表3－2　新制度下の選挙結果

1993年総選挙 新制度

議席数 得票率 議席数 議席率

国民党

労働党

同盟党

NZ　Flrst

CH
その他

50

452200

35．1％

34．7

18．3

8．4

2．0

1．5

45

37

27

11

0
0

37，506

30．8

22．5

9．2

0
0総議席数 99 100 120 100

1）　Tθ～α〃4r　Cθ’～・ε・’z・～‘sつ，p　199カ》らf乍成、

立
政
権
が
生
ま
れ
る
の
は
確
実
で
あ
る
。

　
政
策
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
数
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
も
変
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
24
）

各
政
党
と
も
有
権
者
を
引
き
つ
け
る
た
め
に
政
策
を
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。

　
候
補
者
の
選
抜
方
法
は
、
例
え
ば
国
民
党
、
労
働
党
に
お
い
て
は
党
の
規
約
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
る
。
比
例
選
挙
制
度
の
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
の
は
、
マ
オ
リ
や

女
性
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
野
心
的
な
政
治
家
は
、
比
例
区
よ
り
も
小
選
挙
区
か

ら
立
候
補
し
よ
う
と
す
る
。

　
M
M
P
は
政
権
党
に
よ
り
多
く
の
議
席
を
与
え
、
政
権
を
安
定
さ
せ
て
き
た
小
選
挙
区
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制
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
政
治
ス
タ
イ
ル
を
政
党
に
取
ら
せ
る
に
違
い
な
い
。

四
　
選
挙
制
度
改
革
の
評
価

　
イ
ギ
リ
ス
型
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
運
営
さ
れ
て
き
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
制
に
変
わ
る
。
小
選

挙
区
選
出
の
議
員
定
数
は
一
〇
〇
か
ら
六
五
議
席
に
減
少
す
る
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
小
選
挙
区
か
ら
立
候
補
で
き
な
く
な

る
議
員
が
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
制
度
の
改
革
を
前
提
に
し
て
、
菊
O
O
（
盈
讐
8
脇
9
艮
話
－
震
昌
）
、
O
ぼ
一
徐
響
U
①
ヨ
9
声
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

評
添
賓
、
＞
O
↓
（
＞
ω
ω
0
9
器
2
9
0
8
窪
ヨ
費
の
餌
β
q
↓
霧
冨
鴇
邑
な
ど
の
新
し
い
政
党
が
す
で
に
結
成
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
六
年
四
月
の
あ
る
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
政
党
支
持
率
は
国
民
党
三
八
％
、
労
働
党
二
二
％
、
Z
N
固
お
け
二
二
％
、
同

盟
一
〇
％
と
、
政
党
の
分
立
化
傾
向
は
一
層
強
ま
っ
て
い
る
。
制
度
の
改
革
が
政
党
の
再
編
成
に
つ
な
が
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
政
治
そ
の
も
の
に
変
化
を
生
み
出
す
に
違
い
な
い
。

　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
治
に
関
す
る
多
く
の
著
作
を
著
し
、
王
立
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
マ
ル
ガ
ン
は
、
選
挙
制
度
の
変

化
が
政
治
文
化
を
変
え
る
、
と
考
え
て
い
る
。
小
選
挙
区
制
に
基
づ
く
政
治
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
は
、

迅
速
に
行
動
す
る
政
府
に
慣
れ
、
強
い
リ
ー
ダ
ー
を
期
待
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
同
質
的
な
社
会
で
あ
れ
ば
、
強
い
権

力
は
比
較
的
問
題
な
い
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
マ
オ
リ
や
女
性
な
ど
も
含
ん
だ
多
元
的
社
会
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

小
選
挙
区
型
の
政
治
手
法
は
む
つ
か
し
い
。
多
元
的
な
社
会
の
政
府
は
、
交
渉
し
た
り
妥
協
し
て
政
治
的
同
意
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
M
M
P
は
、
今
ま
で
抵
抗
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
少
数
政
党
の
あ
り
方
を
変
え
さ
せ
、
有
権
者
が
小
政
党
に
投
じ
た
一
票
は
生

き
て
く
る
。
政
党
政
治
が
活
性
化
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
M
M
P
が
政
治
や
政
治
家
へ
の
信
頼
を
回
復
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
反
対
に
、
多
党
制
の
議
会
、
連
立
政
権
、
と
く
に
政
党
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政
治
や
政
党
間
の
政
治
的
取
引
、
妥
協
を
国
民
が
認
め
な
い
と
き
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
治
は
も
っ
と
悪
く
な
る
、
と
述

　
　
（
2
8
）

べ
て
い
る
。

　
選
挙
の
公
約
に
な
か
っ
た
急
進
的
な
改
革
を
選
挙
後
に
推
し
進
め
た
政
府
に
対
し
て
、
有
権
者
は
既
存
の
政
治
過
程
、
ひ
い
て
は

F
F
P
と
い
う
選
挙
制
度
に
幻
滅
を
覚
え
、
M
M
P
に
賛
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
有
権
者
は
政
治
家
の
公
約
の
遵
守
、
そ
し
て
政

治
家
の
政
治
的
責
任
を
求
め
た
。
M
M
P
は
こ
の
有
権
者
の
期
待
を
担
う
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
他
面
で
は
議
会
の
中
で
は
政
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

は
単
独
で
多
数
を
形
成
す
る
の
が
む
つ
か
し
く
な
り
、
公
約
を
遵
守
す
る
の
が
困
難
に
な
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ガ
ン
も
指

摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
責
任
あ
る
政
府
を
求
め
る
原
因
に
な
っ
た
一
連
の
改
革
は
、
皮
肉
に
も
成
功
し
つ
つ
あ
る
。
一
九
九
一
年
に
は
二
％
を
超
え
て

い
た
失
業
率
も
六
％
台
に
下
が
り
、
八
四
年
改
革
開
始
時
に
約
八
万
八
千
人
い
た
政
府
関
係
機
関
の
人
員
は
約
三
万
四
五
〇
〇
人
に

減
っ
て
い
る
。
国
際
的
に
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
改
革
は
注
目
を
浴
び
つ
つ
あ
る
。

　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
選
挙
制
度
改
革
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
下
か
ら
生
ま
れ
た
政
治
的
な
変
化
は
、
民
主
主
義
的
な
責
任
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

い
て
の
期
待
が
高
い
政
治
文
化
を
も
っ
た
小
さ
な
国
だ
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
改
革
の
実
験
室
と
呼
ば
れ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
一
日
に
は
新
し
い
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

挙
制
度
に
基
づ
く
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
。
他
の
小
選
挙
区
制
を
取
っ
て
い
る
国
に
先
ん
じ
て
小
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表

制
へ
と
改
革
し
た
結
果
が
出
る
こ
と
に
な
る
。
二
〇
〇
二
年
の
選
挙
制
度
の
見
直
し
ま
で
に
は
、
少
な
く
と
も
二
回
の
選
挙
が
あ
る
。

改
革
が
成
功
す
る
の
か
、
失
敗
に
終
わ
る
の
か
、
こ
の
時
期
ま
で
に
明
ら
か
に
な
る
。

（
1
）
　
＞
『
讐
象
こ
冒
『
㊤
拝
↓
ぎ
O
①
ヨ
陣
ω
①
o
｛
9
①
ピ
霧
件
≦
o
ω
叶
ヨ
ぎ
ω
8
『
oo
k
誓
①
ヨ
噂
O
o
ヨ
ヨ
Φ
筥
ω
o
コ
岳
①
閑
8
0
旨
o
噛
Z
①
≦

N
①
巴
き
α
．
ω
　
菊
ε
巴
O
o
日
ヨ
一
ω
ω
δ
口
9
9
①
匹
①
9
g
巴
ω
冨
冨
拝
肉
融
黛
ミ
ミ
い
ミ
ミ
舞
く
o
一
。
ρ
Z
ρ
ρ
お
o
o
8
P
箋
。
王
立
委
員

会
の
報
告
書
を
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
モ
デ
ル
の
相
対
多
数
主
義
か
ら
対
極
に
あ
る
合
意
主
義
へ
の
移
行
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
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（
2
）
ρ
鼠
ヨ
o
ω
騨
巳
＞
。
冒
島
o
び
一
ρ
S
ミ
ミ
鑓
℃
ミ
ミ
》
S
壽
賊
途
師
史
恥
ミ
§
§
織
山
塁
§
真
㌍
一
猪
9
ミ
崖
簿
ヨ
ω
ω
O
o
犀
ω
口
巨
壁

①
O
こ
一
8
QQ
堕
も
℃
●
一
旨
－
一
曽
。
脳
。
く
O
≦
①
一
ω
四
昌
α
「
》
一
ヨ
R
①
α
ω
こ
b
O
ミ
ミ
恥
b
象
詠
ご
ミ
、
S
誉
魅
賊
も
矯
師
肉
融
偽
融
O
ミ
亀
§
亀
肉
偽
誌
ミ
ミ
織
ミ
ミ

　
き
≧
“
ミ
N
鳴
ミ
亀
§
鼻
＜
一
〇
8
『
冨
d
三
＜
R
巴
身
O
脇
≦
〇
一
一
ぎ
讐
O
P
這
O
♪
も
O
●
一
〇
㌣
一
8
●

（
3
）
　
王
立
委
員
会
の
委
員
を
つ
と
め
た
政
治
学
者
マ
ル
ガ
ン
は
、
N
Z
の
政
治
制
度
を
「
選
挙
独
裁
」
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、

　
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
が
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
に
つ
い
て
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
霞
9
費
α
言
巳
鴇
P
、
、
↓
冨
田
9
菖
語
9
含
碧
○
お
ゴ
号

ぎ
Z
①
（
N
Φ
巴
餌
コ
α
℃
O
一
一
ユ
8
、
、
w
ヨ
＝
■
O
O
包
O
α
こ
≧
鴨
ミ
N
“
ミ
亀
ミ
織
℃
o
ミ
魯
G
り
き
、
驚
、
0
6
b
象
融
竃
”
↓
三
こ
国
象
辞
一
〇
昌
）
い
O
昌
鵬
B
餌
ロ

℃
き
一
口
日
箒
9
一
8
合
P
㎝
一
ω
を
参
照
。

（
4
）
雰
9
菖
℃
。
＝
餌
三
9
Z
。
ω
’
寄
び
①
昌
ω
）
ぎ
融
、
、
。
。
O
ぎ
誉
）
史
§
妹
ミ
ミ
O
》
ミ
題
き
≧
§
諮
ミ
§
鼻
↓
冨
O
…
ヨ
o
お

℃
お
紹
」
3
N
も
」
O
以
下
、
及
び
9
く
o
≦
一
①
の
な
．
↓
箒
℃
o
臣
8
亀
田
0
9
霞
餌
一
園
9
e
ヨ
ぎ
Z
①
≦
N
8
田
＆
、
．
k
ミ
鳴
§
ミ
執
ミ
ミ
℃
ミ
㌣

魯
ミ
G
o
竃
§
ミ
肉
ミ
沁
婁
く
○
一
」
①
Z
O
」
し
撃
但
四
曼
一
〇
3
も
」
O
O
を
参
照
。

（
5
）
　
．
、
↓
冨
Z
①
≦
勾
①
8
①
9
口
馨
．
．
）
≧
ミ
蝋
§
ミ
ヒ
o
暴
き
塁
G
。
肉
ミ
紺
婁
竃
費
3
N
ρ
お
露
を
参
照
。

（
6
）
↓
ミ
ミ
鑓
、
亀
ミ
も
」
謡
●

（
7
）
、
、
↓
冨
℃
o
一
一
9
ω
o
剛
田
。
9
0
目
鋤
一
菊
既
○
噌
ヨ
ヨ
Z
①
≦
N
8
一
餌
＆
．
．
も
P
一
。
。
山
8
も
D
＝
。。
・

（
8
）
　
空
o
冨
巳
霞
三
題
P
b
魅
ミ
象
ミ
塗
§
織
、
o
ミ
ミ
き
乏
鴨
ミ
N
ミ
智
ミ
鼻
一
〇
〇
〇
〇
．
荻
野
浩
基
監
訳
『
現
代
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
』
敬

文
堂
、
四
四
－
四
六
ぺ
ー
ジ
、
藤
井
浩
司
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
選
挙
・
政
党
・
体
制
」
『
選
挙
研
究
』
Z
o
●
①
ち
箪
、
二
〇
〇
ー
二

〇
二
ぺ
ー
ジ
を
参
照
。

（
9
）
勾
8
0
暮
o
噛
9
Φ
勾
o
る
一
〇
〇
ヨ
巨
ω
一
〇
＝
自
浮
①
国
一
。
。
8
邑
oo
鴇
9
β
．
．
↓
o
譲
四
こ
ω
節
ω
象
R
U
。
ヨ
o
R
四
身
．
．
｝
O
Φ
8
日
ぴ
R

一
〇
〇

〇
ρ
署
』
3
山
8
●
王
立
委
員
会
の
勧
告
は
七
一
項
目
に
及
ぶ
。
内
容
は
投
票
方
法
、
マ
オ
リ
代
表
、
選
挙
区
の
区
割
り
、
政
治
資
金

な
ど
か
ら
成
る
。
こ
の
他
、
議
員
数
は
二
一
〇
名
、
議
員
の
任
期
は
四
年
な
ど
の
勧
告
も
含
ん
で
い
る
。

（
1
0
）
　
選
挙
制
度
に
関
す
る
王
立
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
マ
ル
ガ
ン
は
、
労
働
党
の
数
々
の
公
約
違
反
を
あ
げ
、
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
首
相
の
比
例
代
表
に
つ
い
て
国
民
投
票
を
す
る
と
い
う
約
束
は
、
議
会
の
選
挙
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
報
告
に
よ
っ
て
効
果

的
に
葬
り
さ
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
困
3
鋤
巳
冨
巳
恕
P
、
．
↓
箒
O
『
き
磯
言
鵬
田
霧
8
寅
一
冨
き
量
房
、
、
」
コ
冒
●
＝
o
一
一
き
α
き
α

9
ω
o
ω
8
P
S
頴
鳴
♂
ミ
、
導
卜
亀
ξ
ミ
＼
O
o
ミ
ミ
ミ
§
斜
℃
ミ
ミ
8
亀
§
織
、
ミ
賊
塗
き
≧
鳴
ミ
N
篤
ミ
亀
ミ
鼻
一
8
ρ
○
×
暁
o
こ
d
三
＜
R
ω
一
蔓

勺
お
ω
ω
堕
P
一
〇
）
。
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（
n
）
　
ぎ
討
、
．
G
。
O
誉
o
魯
魯
P
一
9

（
1
2
）
　
．
、
日
ゴ
①
℃
o
一
三
8
9
固
①
0
8
轟
一
勾
亀
o
同
ヨ
ぎ
Z
①
≦
N
①
巴
餌
旨
O
．
、
．
も
P
一
〇
㎝
山
0
9

（
1
3
）
　
図
ミ
ミ
¢
O
ぎ
魯
魅
も
」
8
’
国
民
党
政
府
は
、
有
権
者
の
一
〇
％
の
請
願
が
あ
れ
ば
、
一
つ
の
争
点
に
つ
い
て
非
拘
束
的
国
民
投
票

　
を
必
要
と
す
る
と
い
う
法
案
も
導
入
し
た
。
こ
の
非
拘
束
的
国
民
投
票
は
、
市
民
の
主
導
に
よ
る
国
民
投
票
（
Ω
蔚
①
冨
『
三
窪
巴
寄
や

R
窪
鼠
、
O
蜀
）
と
呼
ば
れ
る
。
有
権
者
の
一
〇
％
だ
か
ら
、
二
二
万
一
〇
〇
〇
人
の
署
名
が
あ
れ
ば
実
施
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ

　
の
国
民
投
票
は
二
一
週
間
以
内
に
実
施
さ
れ
、
署
名
を
集
め
る
際
の
費
用
は
五
万
ド
ル
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。
対
象
と
な
る
争
点
は
、

憲
法
、
国
際
条
約
、
予
算
な
ど
、
と
く
に
限
定
は
な
い
。
非
拘
束
な
の
で
、
大
規
模
な
世
論
調
査
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

　
て
は
、
～
黛
界
O
P
る
㌣
置
O
を
参
照
。

（
1
4
）
　
き
ミ
｝
℃
」
9
こ
の
四
つ
の
投
票
方
法
に
つ
い
て
、
国
民
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
調
査
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

投
票
方
法
の
複
雑
さ
は
問
題
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
車
を
運
転
す
る
人
は
車
に
つ
い
て
の
初
歩
的
な
知
識
し
か
も

　
つ
必
要
が
な
い
し
、
テ
レ
ビ
の
視
聴
者
で
テ
レ
ビ
映
像
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
知
っ
て
い
る
人
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

　
（
き
ミ
堕
P
旨
）
。

　　　　　ハ　　　　　　　　　パ　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　

22　21　20　19　18　17　16　15
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）一

≦
］
≦
℃
ヨ
①
鋤
⇒
8
『
Z
o
≦
N
o
巴
餌
口
亀
、
、
曽
ミ
黛
、
導
銚
ミ
O
ミ
勢
o
ミ
O
匙
ミ
～
騨
飾
O
o
●

斜
）
。

行
使
で
き
る
、
③
議
会
内
の
小
政
党
は
F
P
P
に
戻
る
と
議
席
が
な
く
な
る
、
④
M
M
P
の
方
が
利
益
集
団
は
影
響
力
を
行
使
し
や
す
い

な
ど
で
あ
る
。

b
o
ミ
ミ
鴨
b
ミ
詠
ご
§
O
O
’
一
〇
〇c
山
嵩
。

、
黛
鉢
w
O
P
一
謡
－
旨
QQ
●

ぎ
誉
＼
、
吻
O
誉
黛
題
一
℃
も
・
一
QQ
一
－
一
もQ
N
．

＼
鷺
猟
）
℃
P
一
竃
－
一
ω
9

＼
鷺
鼻
）
O
P
一
ω
○○
－
一
GQ
O
。

→評

恥
肉
融
象
o
＼
ミ
』
簿
賊
も
鴇
画
①
GQ

●

国
一
①
9
0
同
巴
O
o
ヨ
ヨ
一
ω
ω
一
〇
P
ミ
O
肉
肉
』
O
o
O
q
↓
ミ
ミ
、
（
q
b
駄
ミ
鴨
S
）
P
一
9

S
壽
肉
や
象
ミ
ミ
』
無
這
題
る
竃
’
選
挙
制
度
は
F
F
P
に
戻
ら
な
い
と
す
る
人
も
い
る
（
竃
象
9
0
≦
O
o
a
ω
o
P
・
．
≦
『
讐
α
o
窃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
≧
鴨
ミ
N
飛
ミ
匙
ミ
織
需
塁
鳴
亀
ミ
、
シ
匂
巳
《
N
P
一
8
卜
P

そ
の
理
由
は
、
党
の
リ
ー
ダ
ー
は
比
例
区
の
リ
ス
ト
の
上
位
に
い
て
選
挙
活
動
を
し
な
く
て
も
よ
い
、
②
リ
ス
ト
の
作
成
に
権
力
を
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（
2
3
）
＞
’
三
島
o
ぴ
一
ρ
．
．
匹
①
9
0
轟
一
9
ω
三
9
ω
琶
α
①
『
ζ
ζ
℃
、
、
」
昌
P
菊
●
＝
㊤
譲
ぎ
（
巴
’
）
w
O
壽
亀
鑓
軌
鑓
、
ミ
ミ
参
S
壽
史
鳴
黛
ミ
ー

ミ
謁
恥
誉
ミ
織
ミ
ミ
賊
逡
獅
言
ω
註
ε
8
9
℃
o
＝
O
《
ω
9
島
①
9
≦
0
8
ユ
餌
⊂
三
＜
R
ω
一
蔓
o
貼
薯
①
＝
ぎ
讐
o
P
一
8
ω
）
P
も
o
G
o
。

（
2
4
）
脳
’
く
o
≦
①
一
ω
）
型
＞
一
B
o
ン
＝
。
O
象
“
』
い
四
ヨ
舘
ρ
刃
ζ
一
一
一
①
吋
Ψ
8
0
ミ
ミ
勢
O
§
。
り
§
。
リ
ミ
畏
S
評
鳴
遮
題
肉
融
無
§
き
≧
鳴
ミ
N
ミ
ー

避
ミ
織
亀
ミ
織
ミ
鳴
『
ミ
謹
趣
o
§
き
、
、
逗
ミ
妹
臓
も
§
ミ
謁
亀
ミ
。
。
恥
ミ
ミ
、
智
ド
＞
二
〇
冠
m
口
α
C
三
＜
R
ω
一
身
℃
『
Φ
ω
ω
」
8
μ
P
N
O
O
・

（
2
5
）
　
q
§
無
篭
ミ
蝋
§
匙
ミ
織
亀
§
織
肉
ミ
翁
象
ミ
鳴
≧
鴨
ミ
N
鴨
ミ
§
織
≧
ミ
賊
§
ミ
、
ミ
童
這
漣
お
よ
び
≧
馬
ミ
N
鴨
ミ
高
§
織
卜
＆
ミ
、
、
ミ
貸

O
も
誤
蕊
ミ
§
亀
§
織
肉
ミ
塁
お
謹
を
参
照
。

パ　　　ハ　　　　　　　ハ　　　ハ　　　パ

31　30　29　28　27　26
）　　）　　）　　）　　）　　　）マ

ル
出
版
会
、

S
も
ミ
亀
、
勢
G
o
義
鳴
義
ミ
鴇
）
℃
P
一
鶏
－
一
〇
〇〇
●

Z
ω
菊
－
O
o
霧
巳
ε
ω
－
ぎ
ω
蒔
算
勺
〇
一
一
ω
」
＼
ミ
這
0
9

菊
一
〇
『
曽
巳
］
≦
巳
鵬
帥
P
仏
．
℃
o
一
一
ユ
8
一
〇
三
ε
お
、
、
．
営
ρ
肉
。
＝
曽
毛
ぎ
Φ
α
こ
O
壽
匙
ミ
偽
き
晦
、
ミ
ミ
ら
蔦
P
8
．

8
亀
ミ
亀
、
勢
G
◎
諜
鳴
誤
暴
ぎ
O
℃
D
一
罐
山
8
9

．
．
日
『
①
1
0
一
三
8
0
脇
固
㊦
0
8
円
巴
菊
9
0
同
日
冒
Z
Φ
薯
N
O
巴
節
昌
α
、
、
噂
や
一
一
ω
D

N
Z
の
自
己
改
革
的
伝
統
に
つ
い
て
は
、
地
引
嘉
博
「
改
革
は
な
ぜ
実
現
し
た
か
」
『
現
代
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（
増
補
版
）
』
サ
イ

　
　
　
一
九
九
一
年
、
三
〇
〇
1
三
一
五
ぺ
ー
ジ
を
参
照
。
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［
付
記
］
　
本
稿
は
一
九
九
六
年
度
日
本
選
挙
学
会
分
科
会
「
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
」
（
一
九
九
六
年
五
月
一
九
日
、
明
治
学
院
大

学
）
に
お
い
て
報
告
し
、
提
出
し
た
論
文
に
最
小
限
の
加
筆
修
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
オ
タ
ゴ
大
学
講
師
ク
リ
ス
・
ロ
ッ
ド
と
の
討
論
、
資
料
の
提
供
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。


